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津波避難タワー等の整備

生産施設

学校

防災拠点 駅 住宅地区改良事業
小規模住宅地区等改良事業

都市防災総合推進事業

津波避難ビル等の整備に関する支援制度の活用イメージ

戸建住宅

防波堤

公営住宅

公営住宅等
整備事業

①都市的な土地利用がなされる
エリアで活用できる主な制度

②都市的な土地利用がなされるエリア
に限定されず活用できる主な制度

※ 一部の事業を活用した津波避難施
設を備えた沿岸部のまちづくり

• 都市防災総合推進事業
• 公営住宅等整備事業
• 住宅地区改良事業
• 小規模住宅地区等改良事業
• 社会資本整備総合交付金効果促進事業

公営住宅への津波避
難機能の付加

公営住宅

都市的な土地利用
が成されるエリア

• 市街地再開発事業
• 優良建築物等整備事業
• 住宅市街地総合整備事業
• 津波復興拠点整備事業

中高層住宅

中高層建築物

建築物の共同化等と合わせ津
波避難機能の付加

住宅地区改良事業等の
実施と合わせた津波避
難施設の整備

市街地再開発事業・優良建築物等整備事業
・住宅市街地総合整備事業

津波防災拠点施設等の整備

津波復興拠点整備事業

４．活用可能な支援制度（エリア別イメージ）
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事業名 本体事業（施設建築物）に避難施設
機能を持たせることの可否（例：公営住

宅に避難施設機能を持たせること）

単独施設としての整備の可否
（例：敷地内に別棟で避難関連施設として整備する
こと）

市街地再開発事業 ○ △
（事業施行区域内に設ける「備蓄倉庫」「集会所」）

優良建築物等整備事業
（注）

○
（三大都市圏の既成市街地等一定の施行区域要件あり）

△
（三大都市圏の既成市街地等一定の施行区域要件あり。事業
施行区域内に設ける「備蓄倉庫」「集会所」）

住宅市街地総合整備事業
（密集型）

○ △
（事業施行区域内に設ける「備蓄倉庫」「集会所」）

津波復興拠点整備事業 ○
（被災地限定。津波防災拠点施設）

○
（被災地限定。津波防災拠点施設）

都市防災総合推進事業 ― ○
（大規模地震発生の可能性が高い地域等の施行地区要件あ

り。防災まちづくりの拠点及び災害時の活動拠点）

公営住宅等整備事業 ○ △
（公営住宅の敷地内に設ける「集会所」）

住宅地区改良事業 ○ ○
（住宅地区改良事業の実施に伴い整備される「津波避難施

設」）

小規模住宅地区等改良事
業

○ ○
（小規模住宅地区等改良事業の実施に伴い整備される「津波

避難施設」）

効果促進事業 ○ ○
※ 詳細は、各事業の要綱の条件に合致する必要がある。
注）平成24年度予算案において、既存ストック再生型の対象建築物（現行：共同住宅）に「事務所」「公共建築物」を加え、これらを改修して津波避難ビルとする支援策を要求中（全国）

①
都
市
的
な
土
地
利
用
エ
リ
ア
で
の
事
業

②
都
市
的
な
土
地
利
用
エ
リ
ア
に
限
定
さ
れ
な
い
事
業

５．津波避難施設を新築で整備する際の支援制度一覧
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既存住宅・建築物を活用して津波避難ビルとする場合、当該住宅・建築物の地震や津波に対する
構造安全性を確認する必要がある。
構造安全性の確認にあたり、活用可能な支援制度は、次のとおり。

事業名 要綱上の記載（項目） 備考

住宅・建築物安全ストック形成事業 住宅の耐震診断
建築物の耐震診断

耐震改修促進計画において、津波に
対する構造安全性を確認する事業に
ついて取扱方針を定めることが必要

優良建築物等整備事業（既存ストッ
ク再生型）

調査設計計画 調査設計計画のみの支援は不可（本
体工事が必要）

また、上記確認の結果、構造安全性に問題がある場合、当該住宅・建築物を津波避難ビルとして
使用するためには、耐震改修を実施する必要がある。
耐震改修の実施にあたり、活用可能な支援制度は、次のとおり。

事業名 要綱上の記載（項目） 備考

住宅・建築物安全ストック形成事業 住宅の耐震改修
建築物の耐震改修

耐震診断の結果、倒壊の危険性があ
ると判断されたものに限る

優良建築物等整備事業（既存ストッ
ク再生型）

耐震改修 地震に対して安全な構造とするため
の改修
地震に対して安全な構造であること
が事業実施の前提

６．既存住宅・建築物の構造安全性を確認する方法等
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（参考） 市街地再開発事業における津波避難ビルへの支援 （新築）

主な支援対象

外階段の設置
【共用通行部分整備費】 ○

備蓄倉庫の設置
【防災関連施設整備費】 ○

自家発電設備の設置
【電気施設整備費】 ○

集会所・管理事務所（※）
【集会所及び管理事務整備費】 ○

【参 考】
防災活動拠点型プロジェクトの要件

・防災再開発促進地区において実施され、市街地の防災機能の確保に資するもの
・地域防災計画において防災拠点として位置付けられ、又は一定の防災施設等の設置が必要とされている次の地域で行われ、
市街地の防災機能の確保に資するもの

(1)地震防災対策強化区域
(2)地震予知連絡会が平成19年度まで指定していた観測強化地域及び特定観測地域

住宅プロジェクトの要件
・公的住宅の延べ面積と公益的施設の延べ面積の合計が保留床の延べ面積の３分の１以上であるもの

■支援対象

■施行地域の条件

市街地再開発事業を通じて、整備する施設建築物に津波避難施設としての役割を付加する。

次のいずれかに該当する国の関与が政策上位置付けられた事業であること。
・再開発２号地区、２項地区 ・防災再開発促進地区 ・中心市街地活性化基本計画区域 等

Ａさんの

建物
Ｂさんの

建物
Ｃさんの

建物

Ａさんの

土地
Ｂさんの

土地
Ｃさんの

土地

Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｘ

の共有

公共施設

保留床

（Ｘさん）

権利床

(Ａ,Ｂ,Ｃさん)

高度利用により生じた保留床を処分
→建設費等の事業資金を回収

一般的な市街地再開
発事業のイメージ

※ 防災活動拠点型プロジェクト、住宅プロジェクト等に
該当する場合に対象
（公的住宅の延べ床面積が保留床の延べ床面積の

１／３以上である場合に限る。）

※上記のように施設建築物本体に避難施設機能を持たせることのほか、敷地内に別棟で避難関連施設として整備することも可能 28
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